
   令和 7 年度日野町地域密着型サービス事業者公募要項 

 

 日野町では、令和６年度から始まった介護保険事業計画（以下「第９期事業計画」という。

計画期間：令和６年度から８年度まで）に基づき、地域密着型サービス等整備の事業所を公

募します。 

 令和７年度に公募する「看護小規模多機能型居宅介護」事業所については、下記の要項に

基づき公募することとします。 

 

１ 趣旨および目的 

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で

生活するために、日常生活圏域で介護サービスの提供が図られるように、町が指定および

指導・監督を行うものです。 

 日野町においても、これまでの介護サービスと地域密着型サービスとのバランスを考慮

しながら、民間活力を積極的に活用して、高齢者が充実した生活を送れるよう第９期事業

計画に基づき、地域密着型サービスを整備することとして公募を行います。 

 

２ 公募するサービスの種類および事業所数 

サービスの種類 看護小規模多機能型居宅介護 

日常生活圏域 町全域 

公募箇所数 １箇所 

 

３ 応募資格 

（１）法人格を有する法人（予定を含む）で、本事業を円滑に遂行する十分な体制、能力 

を有していること。 

（２）介護保険法第７８条の２第４項各号に該当しないこと。 

（３）「日野町地域密着型サービスの事業に人員、設備および運営に関する基準を定める

条例」など介護保険関係等の基準を満たし、その他の関連する法令等にも適合して

いること 

（４）介護保険事業に携わることがふさわしくないと判断される者が、法人役員等に入っ

ていないこと。 

（５）地元住民に対し事業所建設計画や事業内容等の説明を十分行い、理解・賛同を得る 

こと。 

（６）公租公課に係る徴収金を完納していること。 

（７）原則、令和８年度内に整備完了すること。 

 

４ 応募受付期間（予定） 

 令和８年１月９日（金）から令和８年２月６日（金）までの執務時間中 

 ＊事前相談でご来庁される場合は、来庁前に担当までご連絡ください。 

 



５ 事業所の選定等 

（１）事業所の選定方法 

① 事業所の選定は、日野町介護保険運営協議会委員等による選定委員会で選定しま

す。 

② 審査方法は、書類審査、ヒアリング等により行います。 

③ 審査の結果、事業所選定なしとする場合があります。 

④ 事業所の応募がない場合、または事業所が決定しなかった場合は、再度募集を行

う場合があります。 

（２）選定結果の通知 

    選定された事業所に文書により通知します。また、応募された事業所にも文書連絡

を行います。 

 

６ 指定に関して 

 事業所の選定は、指定が確定されたものではありません。事業所開設前に指定申請書の

提出が必要であり、指定事務に係る審査において指定基準・運営基準等に該当しない場合

は、指定は行いません。 

 

７ 介護施設等整備費補助金について 

今回公募する「看護小規模多機能型居宅介護」は、施設整備（改修）について滋賀県地 

域密着型サービス施設等整備費補助金を活用し、事業所整備に係る経費について、補助を

実施する予定です。 

ただし、本補助金は、県との協議の結果、交付金が活用できない場合もあり得るため、 

補助金の交付は確約できるものではありません。よって、応募申請時点では自己資金等に

より開設できる見込みとし、資金計画は十分な資力をもって計画してください。 

 

８ 事業実施予定地について 

事業実施予定地は、今回公募する日常生活圏域内（町全域）において、公募申込者が用

意して計画書を作成することを原則とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 応募手続き 

（１）提出書類 

① 公募にかかる申込書（様式 1） 

添付書類 事業者の概要 

①事業経歴・実績 

②事業者の基本的事項・代表者経歴 

③事業者の概要（パンフレット可） 

④現在運営している施設・事業に関す

る資料 

様式任意 

（２）公募にかかる申込みを行った事業者に対しては、後日公募に必要な申請書類等をお

示しします。 

（３）そ の 他 

① 必ず持参により提出してください。 

② 応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。 

③ 必ず事前に建築関係を所管する県や町など関係課、関係機関への確認・協議を 

してください。 

④ 町が必要とする書類の提出を求めることがあります。 

⑤ 提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

 

１０ スケジュール 

今回の整備にかかるスケジュールは、次のとおり予定しています。 

令和 ８年 １月 ９日～ 応募受付開始 

      ２月 ６日 応募締め切り 

      ２月～３月中 選定委員会による選考 

      ３月～４月中 予定事業者の決定 

 （開設準備） 

 （準備完了後、指定申請・事業者指定） 

令和 ９年 ４月  指定事業者によるサービス提供開始 

 

１１ 問い合わせ先 

〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目１番地 

日野町役場 長寿福祉課 高齢者福祉介護担当 

Ｔｅｌ ０７４８－５２－６５０１（直通） 

Ｆａｘ ０７４８－５２－００８９ 

E-mail kaigo@town.shiga-hino.lg.jp 

 


